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法律第百十二号

有機農業の推進に関する法律

（目的）

第一条 この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団

体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展

を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用し

ないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する

環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

（基本理念）

第三条 有機農業の推進は、農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保

が重要であり、有機農業が農業の自然循環機能（農業生産活動が自然界における生物を

介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。）を大きく増進し、

かつ、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであることにかんがみ、農業者

が容易にこれに従事することができるようにすることを旨として、行われなければなら

ない。

２ 有機農業の推進は、消費者の食料に対する需要が高度化し、かつ、多様化する中で、

消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要が増大していることを踏まえ、有機農業

がこのような需要に対応した農産物の供給に資するものであることにかんがみ、農業

者その他の関係者が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売

に取り組むことができるようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産さ

れる農産物を入手できるようにすることを旨として、行われなければならない。

３ 有機農業の推進は、消費者の有機農業及び有機農業により生産される農産物に対す

る理解の増進が重要であることにかんがみ、有機農業を行う農業者（以下「有機農業

者」という。）その他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行われなければ

ならない。

４ 有機農業の推進は、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、行われなければ

ならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第四条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関

する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

２ 国及び地方公共団体は、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業

を推進するものとする。



（法制上の措置等）

第五条 政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。

（基本方針）

第六条 農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めるものとする。

２ 基本方針においては、次の事項を定めるものとする。

一 有機農業の推進に関する基本的な事項

二 有機農業の推進及び普及の目標に関する事項

三 有機農業の推進に関する施策に関する事項

四 その他有機農業の推進に関し必要な事項

３ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政

機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければな

らない。

４ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。

（推進計画）

第七条 都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画（次

項において「推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

２ 都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。

（有機農業者等の支援）

第八条 国及び地方公共団体は、有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援のため

に必要な施策を講ずるものとする。

（技術開発等の促進）

第九条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発及びその成果の普及を

促進するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報の提供その

他の必要な施策を講ずるものとする。

（消費者の理解と関心の増進）

第十条 国及び地方公共団体は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動

その他の消費者の有機農業に対する理解と関心を深めるために必要な施策を講ずるもの

とする。

（有機農業者と消費者の相互理解の増進）

第十一条 国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進のため、有機農

業者と消費者との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。



（調査の実施）

第十二条 国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとす

る。

（国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援）

第十三条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進の

ための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。

（国の地方公共団体に対する援助）

第十四条 国は、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、

助言その他の援助をすることができる。

（有機農業者等の意見の反映）

第十五条 国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有

機農業者その他の関係者及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与

その他当該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（食料・農業・農村基本法の一部改正）

２ 食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）の一部を次のように改正する。

第四十条第三項中「及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法

律第百十六号）」を「、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法

律第百十六号）及び有機農業の推進に関する法律（平成十八年法律第 号）」に改

める。

（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正）

３ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成十八年法律

第八十八号）の一部を次のように改正する。

附則第九条中第四十条第三項の改正規定を次のように改める。

第四十条第三項中「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律

第百十六号）」の下に「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関す

る法律（平成十八年法律第八十八号）」を加える。
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有機農業の推進に関する基本的な方針の公表について

有機農業の推進に関する法律（平成１８年法律第１１２号）第６条第１項の規定に基づ

き、有機農業の推進に関する基本的な方針を次のとおり定めたので、同条第４項の規定に

基づき、公表する。

平成１９年４月２７日 農林水産大臣 松岡 利勝

有機農業の推進に関する基本的な方針

はじめに

有機農業は、農業の自然循環機能を増進し、農業生産活動に由来する環境への負荷を

大幅に低減するものであり、生物多様性の保全に資するものである。また、消費者の食

料に対する需要が高度化し、かつ、多様化する中で、安全かつ良質な農産物に対する消

費者の需要に対応した農産物の供給に資するものである。

食料・農業・農村基本計画（平成１７年３月２５日閣議決定）においても、我が国農

業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換することとしており、こうした特

徴を有する有機農業についても、その推進を図ることとする。

このため、農業者が有機農業に容易に取り組め、また、消費者が有機農業により生産

される農産物を容易に入手できるよう、生産、流通、販売及び消費の各側面において有

機農業の推進のための取組が求められている。

有機農業は、自然が本来有する生態系等の機能を活用して作物の健全な生育環境の形

成や病害虫の発生の抑制を実現するものであるが、その一方、現状では、化学的に合成

された肥料（以下「化学肥料」という。）及び農薬を使用する通常の農業に比べて、病

害虫等による品質・収量の低下が起こりやすいなどの課題を抱えており、未だ取組は少

ない。

一方、消費者や実需者の多くは、有機農業により生産される農産物を、「安全・安心」、

「健康によい」とのイメージによって選択しており、農業の自然循環機能を増進し、農

業生産に由来する環境への負荷を大幅に低減するものであり、生物多様性の保全に資す

る有機農業についての消費者や実需者の理解は未だ十分とはいえない状況にある。

こうした状況を踏まえ、有機農業について、その推進に関する基本理念を明らかにす

るとともに、国及び地方公共団体が、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得て生

産、流通、販売及び消費の各側面から有機農業の推進に関する施策を総合的に講じるこ

とにより、我が国における有機農業の確立とその発展を目指すため、平成１８年１２月、

有機農業の推進に関する法律（平成１８年法律第１１２号。以下「有機農業推進法」と

いう。）が施行された。

この有機農業の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）は、有機農

業推進法第６条第１項の規定に基づいて策定するものであり、有機農業の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に講じるために必要な基本的な事項を定めたものであるととも

に、都道府県における有機農業の推進に関する施策についての計画の基本となるもので

ある。

今後は、基本方針に基づき、国及び地方公共団体は、透明性、公平性の確保に留意し

つつ、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得て有機農業の推進に取り組むものと

する。

なお、基本方針は、平成１９年度からおおむね５年間を対象として定めるものとする。
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第１ 有機農業の推進に関する基本的な事項

１ 農業者が有機農業に容易に従事することができるようにするための取組の推進

化学肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基

本とする有機農業は、現状では、病害虫の発生等に加え、多くの場合、労働時間や生

産コストの大幅な増加を伴う。

こうした有機農業の抱える課題を克服し、農業者が容易に有機農業に従事できるよ

うにすることが重要であることから、有機農業に関する技術体系を確立・普及するた

めの取組を強化するとともに、有機農業の取組を対象とする各種支援施策を充実し、

その積極的な活用を図ることが必要である。

２ 農業者その他の関係者が有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に

積極的に取り組むことができるようにするための取組の推進

有機農業への取組は未だ少ないものの、有機農業により生産される農産物に対する

潜在的な需要はあると考えられることから、農業者が有機農業による経営を安定して

展開できるよう需要を的確に捉えた販路の開拓に取り組むことが重要である。

このため、有機農業の取組を対象とする各種支援施策を充実し、その積極的な活用

を図ることにより有機農業による農産物の生産を更に増加させていくとともに、有機

農業に取り組む農業者（以下「有機農業者」という。）や農業団体等と、農産物の流

通業者、販売業者又は実需者とが連携・協力し、有機農業により生産される農産物の

流通、販売又は利用の拡大に取り組むことが必要である。

３ 消費者が容易に有機農業で生産される農産物を入手できるようにするための取組の

推進

消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要が増大している中、有機農業により生

産される農産物の生産・流通量を拡大し、当該農産物を消費者が容易に入手できるよ

うにすることが重要である。

このため、有機農業により生産される農産物の生産の拡大に努めるとともに、有機

農業者、流通業者、販売業者、実需者及び消費者の間で、その生産、流通、販売及び

消費に関する情報が受発信されることが必要である。

さらに、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第

１７５号。以下「ＪＡＳ法」という。）に基づく有機農産物等についての適正な表示

を推進することにより、消費者の有機農産物等に対する信頼を確保することが重要で

ある。

４ 有機農業者その他の関係者と消費者との連携の促進

有機農業の推進に当たっては、消費者の有機農業に対する理解の増進が重要である

ことから、食育、地産地消、農業体験学習、都市農村交流等の取組を通じて、消費者

と有機農業者その他の関係者との交流・連携の促進を図ることが必要である。

５ 農業者その他の関係者の自主性の尊重

有機農業の推進に当たっては、我が国における有機農業が、これまで、専ら、有機

農業を志向する一部の農業者その他の関係者の自主的な活動によって支えられてきた

ことを考慮し、これらの者及び今後有機農業を行おうとする者の意見が十分に反映さ

れるようにすることが重要である。

また、有機農業に関する技術体系が十分に確立されておらず、有機農業による農産
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物の生産も未だ少ない現状において、有機農業の推進に当たっては、地域の実情、農

業者その他の関係者の意向への配慮がないままに、農業者その他の関係者に対し、有

機農業による農産物の生産、流通又は販売を画一的に進めることのないよう留意する

必要がある。

第２ 有機農業の推進及び普及の目標に関する事項

１ 目標の設定の考え方

農業者が容易に有機農業に従事できるようにすること、農業者その他の関係者が有

機農業による農産物の生産、流通又は販売に積極的に取り組めるようにすることなど、

有機農業推進法に定める基本理念に即し、有機農業の推進及び普及に当たっての国、

地方公共団体、農業者その他の関係者及び消費者の共通の目標を掲げることとする。

特に、現状では、有機農業に関する技術体系の確立とともに、国及び地方公共団体

における有機農業の推進に向けた体制の整備等が重要な課題であることを考慮し、こ

うした農業者が有機農業に積極的に取り組めるようにするための条件整備に重点を置

いて目標を設定するものとする。

２ 有機農業の推進及び普及の目標

（１）有機農業に関する技術の開発・体系化

有機農業に農業者が容易に従事できるようにするためには、現状では、病害虫等

による品質や収量の低下が起こりやすいなどの課題を有する有機農業について、こ

うした課題を克服した技術を確立することが重要である。

このため、おおむね平成２３年度までに、試験研究独立行政法人、都道府県、大

学、有機農業者、民間団体等で開発され、実践されている様々な技術を適切に組み

合わせること等により、安定的に品質・収量を確保できる有機農業の技術体系の確

立を目指す。

（２）有機農業に関する普及指導の強化

農業者等が有機農業に取り組めるようにするためには、地域で有機農業に関する

技術及び知識の指導を受けることができる環境を整えていくことが重要である。

このため、おおむね平成２３年度までに、国や都道府県の研修を活用するととも

に、先進的な有機農業者との連携を強化しつつ、意欲的な農業者への支援を行うこ

とができるよう都道府県の普及指導センターや試験研究機関等に普及指導員を配置

するなど、普及指導員による有機農業の指導体制を整備した都道府県の割合を１０

０％とすることを目指す。

（３）有機農業に対する消費者の理解の増進

有機農業については、消費者の理解と協力を得ながら推進することが重要である

が、有機農業に対する消費者の理解は未だ十分でない。

このため、有機農業に対する消費者の理解の増進を目標とする。具体的には、モ

ニター調査等を通じて把握する、有機農業が化学肥料及び農薬を使用しないこと等

を基本とする環境と調和の取れた農業であることを知る消費者の割合について、お

おむね平成２３年度までに５０％以上とすることを目指す。

（４）都道府県における推進計画の策定と有機農業の推進体制の強化

現状では未だ取組の少ない有機農業を推進及び普及するためには、全国各地にお

いて、それぞれ農業者その他の関係者及び消費者の理解と協力を得ながら基本方針
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に基づく取組を進める必要がある。また、有機農業推進法第７条第１項において、

都道府県は、基本方針に即して有機農業の推進に関する施策についての計画（以下

「推進計画」という。）を定めるよう努めることとされている。

このため、推進計画を策定・実施している都道府県の割合をおおむね平成２３年

度までに１００％とすることを目指す。

併せて、全国各地において基本方針、推進計画に基づく取組を進めるため、有機

農業者や有機農業の推進に取り組む民間の団体等を始め、流通業者、販売業者、実

需者、消費者、行政部局、農業団体等で構成する有機農業の推進を目的とする体制

が整備されている都道府県及び市町村の割合を、おおむね平成２３年度までに都道

府県にあっては１００％、市町村にあっては５０％以上とすることを目指す。

第３ 有機農業の推進に関する施策に関する事項

１ 有機農業者等の支援

（１）有機農業の取組に対する支援

国及び地方公共団体は、有機農業に必要な技術の導入を支援するため、たい肥等

の生産・流通施設等の共同利用機械・施設の整備の支援に努めるとともに、持続性

の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成１１年法律第１１０号）第４

条第１項の規定に基づく持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画（以下「導

入計画」という。）の策定を有機農業者等に積極的に働きかけ、導入計画の策定及

び実施に必要な指導及び助言、特例措置を伴う農業改良資金の貸付け等による支援

に努める。

また、平成１９年度から実施する農地・水・環境保全向上対策を活用し、有機農

業を含む環境負荷を大幅に低減する地域でまとまった先進的な取組に対して、当該

取組を行う農業者にも配分可能な交付金等を交付することにより、有機農業者の支

援に努める。

さらに、有機農業による地域農業の振興を全国に展開していくため、国は、その

モデルとなり得る有機農業を核とした地域振興計画を策定した地域に対し、当該地

域振興計画の達成に必要な支援を行うとともに、有機農業者、地方公共団体、農業

団体、有機農業の推進に取り組む民間の団体等の協力を得て、地域における有機農

業に関する技術の実証及び習得の支援を行う。

（２）新たに有機農業を行おうとする者の支援

国及び地方公共団体は、関係団体と連携・協力して、有機農業を行おうとする新

規就農希望者が円滑に就農できるよう、全国及び都道府県における就農相談、道府

県農業大学校や就農準備校、有機農業の推進に取り組む民間の団体等における研修

教育の推進、就農支援資金の貸付けによる支援等に努める。

また、有機農業を行おうとする新規就農希望者に対して適切な指導及び助言が行

われるよう、国及び都道府県は、有機農業者や有機農業の推進に取り組む民間の団

体等と連携・協力して、国、地方公共団体及び農業団体の職員等を対象に、必要な

情報の提供を行うとともに、有機農業の意義や実態、有機農業の取組を支援できる

各種施策に関する知識、有機農業に関する技術等を習得させるための研修の実施に

努める。

（３）有機農業により生産される農産物の流通・販売面の支援

国及び地方公共団体は、農業団体等と連携・協力して、有機農業により生産され

る農産物について、その特色を活かした販売や消費者・実需者のニーズを反映した
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生産を実現するため、有機農業者に対し、ＪＡＳ法に基づく有機農産物の日本農林

規格（平成１７年１０月２７日農林水産省告示第１６０５号）や生産情報公表農産

物の日本農林規格（平成１７年６月３０日農林水産省告示第１１６３号）等の活用、

農産物の生産・出荷情報を流通業者、販売業者、実需者及び消費者に広く提供する

ネットカタログ等を利用した情報の受発信を積極的に働きかける。

また、直売施設やインターネットを利用した販売活動等に取り組む有機農業者に

対し、消費者や実需者との情報の受発信を積極的に働きかける。

さらに、農産物直売施設等の整備の支援に努めるとともに、相当程度の量でまと

まって有機農業により生産される農産物を確保できる場合は、関係団体と連携・協

力して、流通業者、販売業者又は食品製造業者や外食業者等の実需者と、有機農業

者、農業団体等との意見交換や商談の場の設定、卸売市場流通における第三者販売

や直荷引きの仕組みの適用等を通じ、有機農業者や農業団体等と、流通業者、販売

業者や実需者との橋渡しに努める。

２ 技術開発等の促進

（１）有機農業に関する技術の研究開発の促進

国及び都道府県は協力して、有機農業者を始め民間の団体等で開発、実践されて

いる様々な技術を探索するとともに、これらの技術を適切に組み合わせること等に

より、品質や収量を安定的に確保できる有機農業の技術体系を確立するため、当該

技術の導入効果、適用条件を把握するための実証試験等に取り組むよう努める。

また、国は、有機農業の実態を踏まえ、既に取り組まれている有機農業に関する

技術の科学的な解明や、これらを普及するために必要な技術の開発など、有機農業

の推進に必要な研究課題を設定するとともに、研究開発の実施に当たっては、試験

研究独立行政法人を始め、都道府県、大学、民間の試験研究機関、行政部局、有機

農業者等の参画を得て、有機農業に関する研究開発の計画的かつ効果的な推進に努

める。

地方公共団体においては、その立地条件に適応した有機農業に関する技術の研究

開発、他の研究機関等が開発した技術を含む新たな技術を地域の農業生産の現場に

適用するために必要な実証試験等に取り組むよう努める。

（２）研究開発の成果の普及の促進

国及び地方公共団体は、有機農業に関する有用な技術の研究開発の成果を普及す

るため、研究開発の成果に関する情報の提供に努めるとともに、都道府県の普及指

導センターを中心に、地域の実情に応じ、市町村、農業団体等の地域の関係機関や、

有機農業者、民間の団体等と連携・協力して、農業者への研究開発の成果の普及に

努める。

また、有機農業者及び今後、有機農業を行おうとする者に対し、新たな研究開発

の成果、知見に基づく効果的な指導及び助言が行われるよう、国及び都道府県は、

有機農業者の協力を得て、普及指導員等に対する有機農業に関する研究開発の成果

等に係る技術及び知識を習得させるための研修の内容、情報提供の充実を図るとと

もに、有機農業者等の技術に対するニーズを的確に把握し、それを試験研究機関に

おける研究開発に反映させるよう努める。

３ 消費者の理解と関心の増進

国及び地方公共団体は、有機農業に対する消費者の理解と関心を増進するため、有

機農業者と消費者との連携を基本としつつ、インターネットの活用やシンポジウムの
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開催による情報の受発信、資料の提供、優良な取組を行った有機農業者の顕彰等を通

じて消費者を始め、流通業者、販売業者、実需者、学校関係者等に対し、自然循環機

能の増進、環境への負荷の低減、生物多様性の保全など、有機農業の有する様々な機

能についての知識の普及啓発並びに有機農業による農産物の生産、流通、販売及び消

費に関する情報の提供に努める。

また、民間の団体等による消費者の理解と関心を増進するための自主的な活動を促

進するため、これらの者による優良な取組についての顕彰及び情報の発信に取り組む

とともに、消費者に対するＪＡＳ法に基づく有機農産物等の表示ルール・検査認証制

度の普及啓発に努める。

４ 有機農業者と消費者の相互理解の増進

国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進を図るため、食育や

地産地消、農業体験学習、都市農村交流等の活動と連携して、地域の消費者や児童・

生徒、都市住民等が地域の豊かな自然環境の下で営まれる有機農業に対する理解を深

める取組の推進に努める。

また、民間の団体等による有機農業者と消費者の相互理解を増進するための自主的

な活動を促進するため、これらの者による優良な取組についての顕彰及び情報の発信

に努める。

５ 調査の実施

国は、有機農業により生産される農産物の生産、流通、販売及び消費の動向等の基

礎的な情報、有機農業に関する技術の開発・普及の動向、地域の農業との連携を含む

有機農業に関する取組事例その他の有機農業の推進のために必要な情報を把握するた

め、地方公共団体、有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に関する

団体その他の有機農業の推進に取り組む民間の団体等の協力を得て、必要な調査を実

施する。

６ 国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援

国及び地方公共団体は、有機農業の推進のための活動に自主的に取り組む民間の団

体等に対し、情報の提供、指導及び助言その他の必要な支援を行うとともに、これら

の者と連携・協力して有機農業の推進のための活動を効果的に展開できるよう、相談

窓口を設置するなどの所要の体制の整備に努める。

また、これらの民間の団体等による自主的な活動を促進するため、優良な取組の顕

彰及び情報の発信に努める。

７ 国の地方公共団体に対する援助

国は、都道府県に対し、基本方針、当該都道府県における有機農業の実態等を踏ま

えて定める有機農業の推進の方針、当該方針に基づきおおむね５年の間に実施する施

策、有機農業を推進するに当たっての関係機関・団体等との連携・協力、有機農業者

等の意見の反映、推進状況の把握及び評価の方法を内容とする推進計画の策定を積極

的に働きかけるともに、その策定に必要な情報の提供、指導及び助言に努める。

また、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策の策定及び実施に関し、必

要な指導及び助言を行うとともに、地方公共団体の職員が有機農業の意義や実態、有

機農業の推進に関する施策の体系、先進的な取組事例等有機農業に関する総合的な知

識を習得できる研修の実施に努める。
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第４ その他有機農業の推進に関し必要な事項

１ 関係機関・団体との連携・協力体制の整備

（１）国及び地方公共団体における組織内の連携体制の整備

有機農業の推進に関する施策は、有機農業による農産物の生産、流通、販売及び

消費の各側面から有機農業の推進のために必要な施策を総合的に講じることとされ

ている。これらの施策を計画的かつ一体的に推進し、施策の効果を高めるため、国

は、これらの施策を担当する部局間の連携を確保する体制の整備に努める。

また、地方公共団体に対し、同様の体制を整備するよう働きかける。

（２）有機農業の推進体制の整備

有機農業の推進に当たっては、農業者その他の関係者及び消費者の理解と協力を

得るとともに、有機農業者や民間の団体等が自主的に有機農業の推進のための活動

を展開している中で、これらの者と積極的に連携する取組が重要である。

このため、国は、全国、地方ブロックの各段階において有機農業者や有機農業の

推進に自主的に取り組む民間の団体等を始め、流通業者、販売業者、実需者、消費

者、行政部局及び農業団体等で構成する有機農業の推進体制を整備し、これらの者

と連携・協力して、有機農業の推進に取り組むよう努める。

また、地方公共団体に対し、同様の体制を整備するよう働きかける。

（３）有機農業に関する技術の研究開発の推進体制の整備

有機農業に関する技術の研究開発については、試験研究独立行政法人、都道府県

の試験研究機関に加え、有機農業者を始めとする民間の団体等においても自主的な

活動が展開されており、これらの民間の団体等と積極的に連携・協力することによ

り、技術の開発が効果的に行われることが期待できる。

このため、国は、全国、地方ブロックの各段階において、試験研究機関のほか、

行政・普及担当部局、有機農業者、農業団体等の参画を得て、研究開発の計画的か

つ効果的な推進のための意見交換、共同研究等の場の設定を図るとともに、関係す

る研究開発の進捗状況を一元的に把握するよう努める。

また、地方公共団体に対し、同様の体制を整備するよう働きかける。

２ 有機農業者等の意見の反映

国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、意見公

募手続の実施、現地調査、有機農業者等との意見交換その他の方法により、有機農業

者その他の関係者及び消費者の当該施策についての意見や考え方を積極的に把握し、

これらを当該施策に反映させるよう努める。

また、国は、有機農業による農産物の生産、流通、販売及び消費の動向を常に把握

し、その進捗状況に応じた施策等の検討を行う体制を整備するとともに、地方公共団

体に対し、同様の体制を整備するよう働きかける。

３ 基本方針の見直し

この基本方針は、有機農業推進法で示された基本理念及び有機農業の推進に関する

施策の基本となる事項に従い、基本方針の策定時点での諸情勢に対応して策定したも

のである。

しかしながら、今後、有機農業を含めた農業を取り巻く情勢も大きく変わることが

十分考えられる。また、目標の達成状況や施策の推進状況等によっても、基本方針の

見直しが必要となる場合が考えられる。
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このため、この基本方針については、平成１９年度からおおむね５年間を対象とし

て定めるものとするが、見直しの必要性や時期等を適時適切に検討することとする。
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